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現在、ＪＲ東日本の各乗務員区所において乗務員運用行路表内に「駅業務」や「企画業

務」などに従事する「その他時間」が指定され、乗務員の働き方が大きく変わりました。し

かし「その他時間」は就業規則等にルールとして定められていますが、各支社や現場の運用

方法は統一されていません。 

 

 

各支社や各区所、管理者等の判断により運用の実態は様々 

〇乗務員運用行路への明記など 

・乗務員運用行路表に業務内容を明記している区所としていない区所がある。 

・乗務員運用行路表に「その他時間」の開始、終了時刻が明記されていない区

所がある。 

・同じ作業なのに区所によって「その他時間」や「付加時間」と労働時間の扱

いが違う。 

○社員発信の企画業務、定例訓練、説明会、指導の一口伝達など 

・「あらかじめ他の業務」があるにも関わらず、社員発信の業務申請が管理者

等の判断により「その他時間」での業務として許可がされている。 


